
62017.7

国民健康保険税額

　
国
保
が
支
え
る
安
心
社
会

国
民
健
康
保
険
税
額
の
お
知
ら
せ

所得割 資産割 均等割※２

（1人あたり）
平等割※2

（1世帯あたり） 賦課限度額

医療分 7.0％ 25.0％ 24,700 円 21,200 円 540,000 円

後期高齢者
支援金分 2.7％ 7.0％ 7,900 円 8,600 円 190,000 円

介護分※１ 2.5％ 7.0％ 9,500 円 7,200 円 160,000 円

表 1

表 2

平成 29年度の税率・限度額

※１ 介護分は、40 歳～ 64 歳の方のみ
※２ 一定の所得以下の世帯は、均等割・平等割が最大 7 割軽減されます。（申請は不要です）

※４ 医療費が 267,000 円を超えた場合は、その超えた分の１％を加算

　国保税の算定方法

国保加入者の所得に応じて計算します
（前年中の総所得金額－
　　　　　基礎控除額 33 万円）※ 3 ×税率
※ 3  国保加入者ごとに計算します

国民健康
保険税
（年税額）

所得割

国保加入者が韮崎市内に所有する固定資
産に応じて計算します
本年度の固定資産税（都市計画税を除く）
×税率

資産割

世帯内の国保加入者に応じて計算します
世帯内加入者数×定額均等割

1 世帯につきいくらと計算します
1 世帯×定額平等割

＋

＋

＋

＝

70歳以上の人の自己限度額（月額）【平成29年8月～平成30年7月】

所得区分 個人単位（外来）
世帯単位（外来＋入院）

年 3回まで 年 4回目以降
現役並み所得者 57,600 円　　 　 80,100 円 ※４ 44,400 円

一般 14,000 円　　
（年間上限 144,000 円） 57,600 円 44,400 円

低所得者Ⅱ 8,000 円　　 24,600 円 ―

低所得者Ⅰ 8,000 円　　 15,000 円 ―

　
「
平
成
29
年
度
国
民
健
康
保
険

税
の
納
税
通
知
書
」
を
、
７
月
中

旬
に
世
帯
主
宛
に
郵
送
し
ま
す
。

※
国
保
税
の
納
税
義
務
者
は
、
世

　

帯
主
で
す
。（
世
帯
主
が
社
会

　

保
険
等
に
加
入
さ
れ
て
い
る
場

　

合
で
も
、
世
帯
内
に
国
保
加
入

　

者
が
い
る
場
合
に
は
、
世
帯
主

　

名
義
で
通
知
し
ま
す
。）

　

平
成
29
年
度
国
保
税
の
算
定
方

　

法
、
保
険
税
額
・
限
度
額
は
、

　

表
１
の
と
お
り
で
す
。

離
職
さ
れ
た
方
は
軽
減
さ
れ
ま
す

　

倒
産
、
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど

で
離
職
し
、
国
民
健
康
保
険
に
加

入
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
前
年

の
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
30
と

し
て
所
得
割
が
算
定
さ
れ
ま
す
。

　

軽
減
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
市
民
課
国

保
医
療
担
当
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

■
対
象
と
な
る
方

　

次
の
①
～
③
の
全
て
の
条
件
を

満
た
す
方

①
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離

　

職
し
た
方

②
離
職
日
時
点
で
65
歳
未
満
の
方

③
雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
を
受

　

け
る
方
で
、
雇
用
保
険
受
給
資

　

格
者
証
の「
離
職
理
由
コ
ー
ド
」

　

が
（
11
、
12
、
21
、
22
、
23
、

　

31
、
32
、
33
、
34
）
に
該
当
す

　

る
方

■
申
請
に
必
要
な
も
の

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

・
印
鑑

有
効
期
限
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
に
発
行
し
て
い
る
「
限
度
額

適
用
認
定
証
」「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。

　

８
月
以
降
も
認
定
証
が
必
要
な

場
合
は
、
８
月
中
に
市
民
課
国
保

医
療
担
当
で
更
新
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

・
被
保
険
者
証

・
印
鑑

・
過
去
１
年
間
の
入
院
日
数
が
90

　

日
を
超
え
る
場
合
は
、
入
院
日

　

数
の
確
認
で
き
る
医
療
機
関
発

　

行
の
領
収
書
等
（
住
民
税
非
課

　

税
世
帯
の
み
） 

高
額
療
養
費
制
度
の
70
歳
以
上
の

自
己
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

　

高
額
療
養
費
制
度
と
は
、
医
療

機
関
等
で
１
か
月
に
支
払
っ
た
額

が
自
己
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、

そ
の
超
え
た
分
を
支
給
す
る
制
度

で
す
。
平
成
29
年
８
月
か
ら
平
成

30
年
７
月
診
療
分
ま
で
の
自
己
限

度
額
は
、
表
２
の
と
お
り
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

市
民
課 

国
保
医
療
担
当

（
内
線
１
２
７
～
１
２
９
・
１
３
７
）



7

新しい被保険者証

Nirasaki広報にらさき

後
期
高
齢
者

　
　

医
療
被
保
険
者
証
を
送
付

　

75
歳
以
上
の
方
が
８
月
１
日
よ

り
お
使
い
い
た
だ
く
、
新
し
い
被

保
険
者
証
を
７
月
中
旬
に
簡
易
書

留
で
郵
送
し
ま
す
。

　

お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
お
名

前
等
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
医
療

機
関
で
診
療
等
を
受
け
る
際
に
ご

提
示
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
も
、
平
成
29
年

８
月
１
日
よ
り
新
し
く
な
り
、
被

保
険
者
証
と
は
別
に
郵
送
さ
れ
ま

す
。（
前
年
度
交
付
を
受
け
て
い

る
方
で
今
年
度
も
適
用
要
件
に
該

当
す
る
場
合
は
、
引
き
続
き
交
付

さ
れ
ま
す
。）

※
新
規
に
限
度
額
適
用
・
標
準
負

　

担
額
減
額
認
定
証
の
交
付
を
受

　

け
る
に
は
、申
請
が
必
要
で
す
。

保
険
料
の
算
定

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

各
被
保
険
者
の
前
年
中
の
所
得
に

基
づ
き
、毎
年
７
月
に
算
定
さ
れ
、

７
月
中
旬
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

年
度
途
中
に
資
格
を
取
得
し
た

方
（
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
方

や
転
入
さ
れ
た
方
等
）
へ
は
、
資

格
取
得
の
翌
月
に
通
知
し
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
保
険
料
率
は
、
図

１
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
軽
減
措
置

■
均
等
割
軽
減

　

軽
減
判
定
対
象
総
所
得
金
額
等

が
図
2
に
該
当
す
る
世
帯
の
被
保

険
者
は
、
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。
平
成
29
年
度
か
ら
均
等
割

５
割
軽
減
と
２
割
軽
減
の
対
象
が

拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

■
所
得
割
軽
減

　

所
得
割
額
を
負
担
す
る
被
保
険

者
の
う
ち
、
基
礎
控
除
後
の
総
所

得
金
額
等
が
58
万
円
を
超
え
な
い

方
に
つ
い
て
は
、
所
得
割
額
が
一

律
２
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。（
平
成

28
年
度
ま
で
は
特
例
的
に
5
割
軽

減
）

■
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
に
対

　

す
る
７
割
軽
減

　

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶

養
者
で
あ
っ
た
場
合
は
、
所
得
割

額
は
発
生
せ
ず
、
均
等
割
額
は
７

割
軽
減
さ
れ
ま
す
。（
平
成
28
年

度
ま
で
は
特
例
的
に
9
割
軽
減
）

保
険
料
の
納
付
方
法

　

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
「
特

別
徴
収
」
と
、
納
付
書
や
口
座
振

替
に
よ
る
「
普
通
徴
収
」
の
２
通

り
で
す
。（
図
３
参
照
）

※
口
座
振
替
を
ご
希
望
の
方
は
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

・
市
民
課 

国
保
医
療
担
当

（
内
線
１
２
７
～
１
２
９
・
１
３
７
）

・
収
納
課 

収
納
担
当

（
内
線
１
６
３
・
１
６
４
・
１
６
５
）

・
山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

　

連
合

☎
０
５
５ｰ

２
３
６ｰ

５
６
７
１

　

日
頃
の
お
医
者
さ
ん
の
か
か
り

方
な
ど
を
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、

支
払
う
医
療
費
が
節
約
で
き
ま
す
。

●
か
か
り
つ
け
医
（
薬
局
）
を
持
つ

　

紹
介
状
を
持
た
ず
に
大
病
院
を

受
診
す
る
と
、
一
部
負
担
金
に
加

え
定
額
負
担
金
が
発
生
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
地
域
の

開
業
医
な
ど
、
す
ぐ
受
診
で
き
る
、

か
か
り
つ
け
医
（
薬
局
）
を
持
つ

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
休
日
・
夜
間
の
受
診
は
控
え
る

　

休
日
や
夜
間
の
救
急
医
療
機
関

は
、
緊
急
性
の
高
い
患
者
さ
ん
の

た
め
の
も
の
で
、
医
療
費
も
高
く

設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
緊
急
時
以

外
は
、
平
日
の
時
間
内
に
受
診
す

る
こ
と
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

●
重
複
受
診
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

同
じ
疾
患
で
、
複
数
の
医
療
機

関
に
か
か
る
重
複
受
診
は
や
め
ま

し
ょ
う
。
医
療
費
が
増
加
す
る
ば

か
り
で
な
く
、
検
査
や
薬
が
重
複

す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
体
に
悪

影
響
を
与
え
て
し
ま
い
ま
す
。

●
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
活
用

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
新

薬
と
同
等
の
効
果
が
あ
り
ま
す
が
、

価
格
が
安
く
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

医
師
や
薬
剤
師
と
相
談
し
て
、
利

用
が
可
能
で
あ
れ
ば
積
極
的
に
活

用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
新
し
い
被
保
険
者
証
は
薄
紫
色
！

原則年金から天引き（特別徴収）

図１ 平成29年度の保険料率
●所得割　7.86％　　　　●均等割額　40,490 円

保険料額＝ 40,490 円 ＋ （所得－ 33 万円） ×7.86％

　　　　　（均等割額）　　　　　（所得割額）

※保険料の賦課限度額は 57 万円です。

図２
均等割が軽減される世帯 軽減割合

同一世帯内の
被保険者及び
世帯主の総所
得金額等

基礎控除額 33 万円以下の世帯で、被保
険者全員に年金収入以外の所得がなく、
年金収入が 80 万円以下の世帯

9 割

基礎控除額 33 万円以下の世帯 8.5 割

基礎控除額 33 万円＋（27 万円×被保険
者数）以下の世帯 5 割

基礎控除額 33 万円＋（49 万円×被保険
者数）以下の世帯 2 割

図３
年金額が年額18万円未満

介護保険料と後期高齢者医
療保険料の合算額が年金額
の２分の１を越える

いいえ

いいえ

は
い

は
い

年金から天引きでなく、
口座振替を希望する場合

納付書・口座振替で
納付（普通徴収）

市から送られる納付書
で、期日内に指定され
た金融機関等で納めま
す。納期は、７月～２
月の８回です。口座振
替月も同月です。

年６回の年金の定額払いの際に、年
金から保険料があらかじめ差し引か
れます。４月から保険料が天引き
されている方は、年間保険料から
４. ６. ８月に仮徴収された金額を差
し引いて、残りを３回で割った額が、
10.12. ２月に徴収されます。

手続が必要です。
［持ち物］
 ・振替口座の預金通帳
 ・通帳の届出印
 ・後期高齢者医療被保険者証

［受付窓口］市民課 国保医療担当

医
療
費
の
節
約
ポ
イ
ン
ト
！


	7月号vol.834 6
	7月号vol.834 7

